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　当会脇会長、上総副会長、野田監事及び東川災害
復旧技術専門家が、昨年 1月 1日に発生した能登半
島地震、次いで同年 9月20日に発生した豪雨災害の
被災地を令和 ６年10月17日～18日にかけて視察し、
坂口茂輪島市長、泉谷満寿裕珠洲市長、大森凡世能
登町長、吉村光輝穴水町長、茶谷義隆七尾市長、脇
田明義同副市長、北陸地方整備局能登復興事務所杉
本敦所長と面談し、意見交換等を行ったことを踏ま
え、「能登半島地震および豪雨災害被災地視察を終
えて」として、藤巻浩之国土交通省水管理・国土保
全局長等へ報告しました。

【報告出席者】
（国土交通省）
　藤巻　水管理・国土保全局長
　西澤　防災課長
　西田　防災課防災政策調整官
　津島　防災課企画専門官

（公益社団法人全国防災協会）
　脇　会長
　上総　副会長
　野田　監事

　視察の詳細は、月刊防災第906号（令和 ６年12月号）
において詳報しているので、そちらをご参照くださ
い。

（以下、「能登半島地震および豪雨災害被災地視察を
終えて」全文）

当会会長から水管理・国土保全局長へ、
能登半島の被災地の視察結果を報告

藤巻 局長　　　脇 会長 報告の様子
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　令和 ６年10月17日～18日にかけて、能登半島地震
（同 1月 1日発生）および豪雨災害（同 9月20日発生）
の被災地を視察し、関係市町の首長等との面談およ
び意見交換等を行った。
　視察を終え、また、現政権の下、防災体制の抜本
的な見直しがなされようとしている現状も踏まえて
の、（公社）全国防災協会長としての所感は以下の通
りである。今後の防災行政の参考となれば幸いであ
る。

1 ．避難所で施設・用具ストックの充実
　被災自治体における避難所では、長時間にわたる
過密状態、仮設トイレ、簡易ベッド、間仕切り、防
寒対策等の不足、仮設住宅の建設の遅れなどが生じ
た。
　地方自治体においては、いつ生起するかもわから
ない大災害に対して、これら避難所においてたちま
ち必要となる施設や用具をストックしておくことは
難しく、常に生じる問題である。
　来る大規模災害での避難所機能を充実するため、
国は、国及び都道府県が常に、これらの施設や用具
のある一定数をストックしておくような制度や仕組
みを構築するべきではないか。

２ ．複数の施設管理者にわたる複合的な災害の一括
復旧
　今回の被災状況を見ると、地震および豪雨により
集落背後の山林における土砂崩れが発生し、そのた
めに集落内を通過する幹線道路（県管理）および集
落内道路（自治体管理）など、複数の施設管理者に
わたる複合的な災害が随所で見られた。
　早期の復旧・復興が可能となるよう、それぞれの
管理者にかかわらず一括して災害復旧事業に取り組
めるような制度や仕組みを構築するべきではない
か。

3 ．大規模災害発生時における市町村支援体制の充
実
　災害発生時には、基礎自治体である市町村自らが
管理する河川や道路等の災害復旧事業に主体的に取
り組むことが求められるが、近年では激甚な災害が
頻発しており、多くの市町村ではもともと数の少な
い技術職員による対応が困難となっている。
　このような状況に鑑み、国土交通省においては、
当協会の公益事業である「災害復旧技術専門家派遣
制度」などを含め「市町村における災害復旧事業の
円滑な実施のためのガイドライン」（第 2稿、令和
5年 4月）を作成しているが、今回の能登災害でも
適切に活用されたとは必ずしも言えない状況であ
る。
　大規模災害発生時における市町村支援体制の充実
を図るため、同ガイドラインのさらなる普及・深化
を図るとともに、民間の建設業者、建設コンサルタ
ントを組み込んださらなる市町村支援の新たな制度
や仕組みを構築するべきではないか。

４ ．初動時における円滑な災害対応に資する既往資
料等の活用の強化
　市町村おいては、被災した初動時の災害対応の適
否が、その後の復旧・復興の進捗等に大きく影響す
る。国土交通省に限らず、国ではこれまで市町村向
けに、円滑な災害対応に係る方策を記載した諸資料
を発出しているところであるが、改めてこれら諸資
料をリストアップするなどして、様々な機会を通じ
これを市町村の首長に対し情報提供することで、災
害対応力のいっそうの強化を図るべきではないか。

以上
 
　これに対し、藤巻局長からは、 1から 4のいずれ
についても、今回の能登半島の災害で顕在化した重
要な課題であると認識しており、国土交通省として
可能な限り積極的に対応して参りたいとのお言葉を
いただきました。

能登半島地震および豪雨災害被災地視察を終えて
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令和 ６ 年度 防災セミナーを開催

公益社団法人 全国防災協会

日 時：令和 7年 ２月 6日（木）	 会場：東京都千代田区永田町 ２−16− ２
星陵会館ホール　　　　　　　　

　令和 ６年度「防災セミナー」は、令和 7年 2月 ６
日（木）、星陵会館ホール（東京都千代田区永田町）
において、（公社）全国防災協会の主催、（一財）北海
道河川財団、（一社）東北地域づくり協会を始めとす
る各地方の地域づくり協会等 9団体の協賛並びに国
土交通省、気象庁の後援により開催しました。
　本年度は、各都道府県市町村の職員の方々を始
め、防災協会の賛助会員の方々、協賛された各地域
づくり協会等の防災エキスパートの方々、全国防災
協会の災害復旧技術専門家、建設関係企業の方々等、
1０3名の参加を頂き、防災にかかわる最新情報につ
いて、最後までご熱心に聴講されていました。

　当日は、午後 1時に開会され、はじめに当協会の
脇雅史会長より主催者挨拶があり、来賓としてご出
席を賜りました藤巻浩之　国土交通省　水管理・国土
保全局長よりご挨拶を賜りました。藤巻局長におか
れましては、ご多忙中にも関わらず、防災セミナー
の参加の皆様方に最新の防災行政を踏まえた挨拶を
賜わりましたこと、本紙をお借りして感謝申し上げ
ます。誠にありがとうございました。
　本防災セミナーは、防災対策や災害復旧業務に携
わる国土交通省や地方公共団体、一般企業等の関係
職員、各地方の防災エキスパートや災害復旧技術専
門家等に対し、今後、発生が予測される首都直下地
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震や南海トラフ地震等による大規模災害にも備え
た、防災体制等を強化するための一環として、事前
対策や発生時における危機管理等のあり方及びその
後の復興 ･復旧計画等について、高度な専門知識を
有する学識経験者や専門家、行政担当者等からアド
バイスをいただくことを目的に毎年開催され今回で
通算40回目を迎えるものです。

　今年度は、最初に、特別講演として静岡大学防災
総合センターの岩田孝仁特任教授から「大規模災害
に備え～想像力の欠如に陥らない防災～」と題し災
害に対し想定外が生じないよう想像力を駆使し、予
めあらゆる対策を立てて犠牲者ゼロの防災社会の構
築に向け私たちがどのように対応していくべきかを
説明をいただきました。
　休憩を挟み、内閣府政策統括官（防災担当）付　企
画官（調査・企画担当）藤本雄介様より「最近の防
災行政に関する話題について」と題し令和 ６年 8月
日向灘を震源とする地震に伴う南海トラフ地震臨時
情報及び令和 ６年能登半島地震に係る対応ついて解
説していただきました。
　次に高知県危機管理部部長三浦謙一様より、「高

知県の南海トラフ地震対策について」と題し高知県
における南海トラフ地震から県民の「命を守り」、
助かった「命をつなぎ」、被災後に早期に「生活を
立ち上げる」ように南海トラフ地震対策行動計画を
策定しているなど、高知県の主な南海トラフ地震対
策についてご紹介して頂きました。
　次に三重県鈴鹿市危機管理部部長西澤俊一郎様よ
り、「地方自治体の災害対応とその課題」と題し令
和 ６年能登半島地震における鈴鹿市の主な対応と、
そこから見えた課題や、令和 ６年 8月に初めて発表
された、南海トラフ地震臨時情報発表時の、鈴鹿市
の対応と課題について整理し、業務（事業）の継続
や今後どう備えるのかなど、基礎自治体としての取
り組みについてご紹介いただきました。
　最後に、公益社団法人全国防災協会理事及び災害
復旧技術専門家派遣制度運営委員の富田和久氏より
災害復旧技術専門家派遣制度の概要、これまでの派
遣実績及び代表的な活動事例について説明するとと
もに、この制度の積極的な活用を呼びかけました。
　ご協力を頂いた各講師の方々、また同セミナーを
受講された皆様方には、心よりお礼申し上げます。

主催者挨拶　脇　雅史 会長 来賓挨拶　国土交通省 水管理・国土保全局　藤巻浩之 局長
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講　師　紹　介

静岡大学防災総合センター 特任教授　岩田孝仁様

「大規模災害に備え
～想像力の欠如に陥らない防災～」

高知県危機管理部 部長　三浦謙一様

「高知県の南海トラフ地震対策について」

「最近の防災行政に関する話題について」

内閣府政策統括官（防災担当）付 　　
企画官（調査・企画担当）　藤本雄介様

「地方自治体の災害対応とその課題」

三重県鈴鹿市危機管理部 部長　西澤俊一郎様

公益社団法人 全国防災協会 理事・災害復旧技術専門家
派遣制度運営委員　富田和久氏 　　　　　　　　　　

「災害復旧技術専門家派遣制度について
～活動実績及び制度紹介～」
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https://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/kisya/kisyah/images/101912_1.pdf

東日本大震災、 あの日を忘れない
～『震災伝承館』 の情報を充実します～

令和 6 年11月14日 東北地方整備局

　東日本大震災は、多くの人命、資産を奪い、東日
本一帯に甚大な爪痕を残しました。東北地方整備局
では、同じ悲劇を繰り返さないことを願い、この被
災経験や教訓を後世に伝えるため、当時の写真や映
像等を掲載した『震災伝承館』を平成25年 3 月に開
設しました。
　この震災伝承館には被災した市町村等のご協力の
もと、約8,8００点の写真や映像等の記録を掲載して
おりますが、この度、報道機関・大学・国立国会図
書館・海上保安庁等が所有されている当時の写真・
映像とも連携し、更なる情報の充実を図ることとい
たしました。
　利用者の皆様にとって更に使いやすい『震災伝承
館』を目指すとともに、東日本大震災の教訓や今後
の備えに対する理解が深まるよう、引き続き震災伝
承に取り組んでまいります。

サイト名：東北地方整備局 震災伝承館
URL  ：https://infra-archive311.thr.mlit.go.jp/

（サイト更新時期）
　日　時：令和 ６年11月17日（日）14時46分を目処
　　　　　　※東日本大震災（Ｈ23. 3 .11）から
　　　　　　　5,０００日

（新たな連携機関）
NHK  ：東日本大震災アーカイブス
FNN  ：3.11　忘れない FNN東日本大震

災アーカイブ
河北新報　　　：河北新報社震災アーカイブ
東北大学　　　：みちのく震録伝
東北学院大学　：ゲームで学ぶ津波防災まちづく

り（工学部水工学研究室）
国立国会図書館：ひなぎく（東日本大震災アーカ

イブ）
海上保安庁　　：海上保安庁提供動画
国土交通省　　：防災学習ポータルサイト

震災伝承館



（8） 第 909 号 防 災 令 和  7  年  3  月  1  日

（概要） 

・「震災概要」「写真」「動画」「震災遺物３Ｄ」「年表」「読みもの」等から Web サイト

を構成しており、写真は転載依頼を前提に二次利用を可能としております。 

・動画素材としても、災害の様子や対応してきたこと、施設管理用監視カメラ画像も収蔵し

ておりましたが、この度、海上保安庁の動画も追加します。 

・さらに、『くしの歯作戦』等の各ミッション、『地域支援』（TEC-FORCE､リエゾン等）、

インフラの『復旧・復興』の状況やプロセスを掲載しております。 

 

現在、運用中の【【東東北北地地方方整整備備局局  震震災災伝伝承承館館】】↓ 

 

海上保安庁所有の動画を追加 

1111 月月 1177 日日((東東日日本本大大震震災災かからら 55,,000000 日日))  

ＷＷＥＥＢＢペペーージジをを追追加加↓ 
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「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
～安全かつ円滑な道路交通の確保と

道路分野の脱炭素化の推進に向けて～

令和 7 年 ２ 月 7日 道路局路政課

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001886.html

1 ．背　　景
　昨年 1月に発生した令和 ６年能登半島地震におい
ては、発災時における道路啓開の強化や平時からの
防災活動拠点の整備、トイレコンテナ等の配備の充
実の重要性が明らかになりました。また、橋、トン
ネル等の老朽化が進む中、担い手となる市町村の技
術系職員の減少により、持続可能なインフラ管理が
課題となっています。加えて、気候変動に伴い自然
災害が激甚化・頻発化する中、道路分野の脱炭素化
の推進が急務となっています。

２ ．概　　要
⑴　令和 ６年能登半島地震を踏まえた災害対応の深
化
①　道路啓開計画を法定化し、実効性のある計画
に基づいた道路啓開を実施。
②　地方公共団体が管理する自動車駐車場につい
て、災害復旧等の拠点として活用するため、国
土交通大臣が必要な管理を代行することができ
る制度を創設。
③　被災地への出動が可能なトイレコンテナ等の
平時からの配備を促進するため、その占用許可
基準を緩和し、設置に対して無利子貸付制度を
創設。

⑵　持続可能なインフラマネジメントの実現
　効率的な道路管理を実現するため、道路管理者間
の協議により道路の点検や修繕等を他の自治体が代
行できる制度（連携協力道路制度）を創設。

⑶　道路の脱炭素化の推進
①　道路管理者が協働して脱炭素化を推進するた
め、国の道路脱炭素化基本方針に基づき、道路
管理者が道路脱炭素化推進計画を策定する枠組
みを導入。
②　脱炭素技術の活用を促進するため、道路の構
造に関する原則に脱炭素化の推進等への配慮を
位置づけ、計画に基づく脱炭素化に資する施設
等の占用許可基準を緩和。

⑷　道路網の整備に関する基本理念の創設
　道路が持続的な成長、安全・安心で豊かな国民生
活、地方創生に重要な役割を果たしていることを踏
まえ、効率的・効果的な整備、防災機能の確保、脱
炭素化の推進等を定めた基本理念を創設。

　昨年 1月に発生した令和 ６年能登半島地震や、市町村の技術系職員の減少、気候変動に伴う自然
災害の激甚化・頻発化を踏まえ、平時からの備えと有事における初動対応の充実、インフラ管理の
担い手不足への対応、道路分野の脱炭素化の推進を図るための「道路法等の一部を改正する法律案」
が、本日閣議決定されました。
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○ 令和６年１月の能登半島地震では、人命救助・ライフラインの早期復旧・
孤立集落への交通確保のための道路啓開の強化や平時からの防災活動
拠点の整備、トイレコンテナ等の配備の重要性が明らかに

○ 橋、トンネル等の老朽化が進む中、担い手となる市町村の技術系職員の
減少により、道路の防災機能の確保も含め持続可能なインフラ管理が課題
※技術系職員数が０人の市区町村は全体の約25％

○ 気候変動に伴い災害が激甚化・頻発化する中、地球温暖化の影響を防止し、
新たな削減目標に貢献していくためにも、道路分野の脱炭素化の取組が重要

⇒ ①平時からの備えと有事における初動対応の充実、②インフラ管理の担い手不足への対応、
③道路分野における脱炭素化の推進 により、安全かつ円滑な道路交通を確保する必要

●● 道道路路法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律案案

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】 安全かつ円滑な道路交通の確保と道路における脱炭素化の推進

道路法に基づく道路啓開計画に位置づけられた道路啓開訓練実施率：（2024年）規定なし → （2026年）国100%

道路照明のLED化率：（2023年度）国約44％ → （2030年度）国100％

○ 道路が持続的な成⾧、安全・安心で豊かな国民生活、地方創生に重要な役割を
果たしていることを踏まえ、効率的・効果的な整備、防災機能の確保、脱炭素化の
推進等を定めた基本理念を創設

＜初動対応の強化＞
○ 道路啓開計画を法定化、実効性のある計画に
基づいた道路啓開を実施（承認工事の特例の創設）

○ 市町村における技術系職員の減少等に対応し、効率的な道路管理を
実現するため、道路管理者間の協議により道路の点検や修繕等を
他自治体が代行できる制度（連携協力道路制度）を創設

１．能登半島地震を踏まえた災害対応の深化 【道路法・特措法・財特法】

４．道路網の整備に関する基本理念の創設 【道路法】

３．道路の脱炭素化の推進 【道路法・特措法】

２．持続可能なインフラマネジメントの実現 【道路法】

＜災害時における国による機動的な支援＞
○ 災害時における直轄代行制度を拡充
・災害復旧等のため地方管理の自動車駐車場
を活用する場合に必要な管理の代行
・地方道路公社管理道路の災害復旧等の代行

＜防災拠点としての自動車駐車場の機能強化＞
○ 平時に利用でき、災害時は被災地への出動が
可能なトイレコンテナ等の占用許可基準を緩和、
設置に対する無利子貸付制度を創設＜予算＞

○ 地方管理の防災拠点自動車駐車場について、
改築等を直轄代行できる制度を創設

道路照明のLED化

※上記のほか、道路法に基づく負担金等の納付時における充当処理の見直しを実施するとともに、道路整備特
別措置法の令和２年改正の際に手当てする必要があった同法第54条について規定の修正並びに道路法の
令和３年改正の際に手当てする必要があった同法第102条及び第104条について表現の適正化を行う。

近隣の市町村が連携・協力して、
道路管理を実施

太陽光発電施設の設置

○ 道路管理者が協働して脱炭素化を推進するため、国の道路脱炭素化基本方針に
基づき、道路管理者が道路脱炭素化推進計画を策定する枠組みを導入

○ 脱炭素技術の活用を促進するため、道路の構造に関する原則に脱炭素化の
推進等への配慮を位置づけ、計画に基づく脱炭素化に資する施設等の
占用許可基準を緩和

令和６年能登半島地震
における道路啓開

道路啓開・
災害復旧

トイレコンテナ等
の被災地への派遣

道路啓開のための訓練

（平時）
・関係者で協議し、
啓開計画を策定、
定期的に見直し。
実践的な訓練等を
実施
・防災拠点となる
「道の駅」の整備や
トイレコンテナ等の
配備促進 等

（発災時）
・啓開計画に基づく、
道路啓開の実施
・防災拠点となる
「道の駅」の管理を
国が代行
・トイレコンテナ等の
被災地への派遣 等

道の駅

防災機能強化

道路啓開計画

法定化

輪島市

能登町

輪島市
門前町

珠洲市

日本海

穴水町

海側から人員・資機材を搬入

（参考）現行の目的規定:この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、
保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

※道路啓開:土砂・瓦礫等、自然
災害に伴う道路上の障害物除去
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公益社団法人 日本河川協会 参与　松田　芳夫

河川入門講座 �

地下河川
―低地の都市河川の浸水対策―

　地下河川、少々おどろおどろしい呼び名で、もと
もとは、自然の鍾乳洞の中を流れる川のことを云っ
たのでしょうが、本稿では人工的な地下トンネルが
河川として利用されているものを云います。

　かつては水田地帯だった低湿地に、市街地が広が
っている光景は全国各地の都市近郊で見られる現象
ですが、東京・埼玉の東部や大阪の東部はその代表
例です。

　このような地域は、降雨による浸水の常襲地帯と
なっていることが多く、社会的問題になっています。
　まず第一に、低地であることからそこを流れてい
る河川の勾配がゆるく流下能力が小さい上に、市街
化が先行して河川改修が遅れたため、河川巾が農業
時代のまま小さく、拡幅工事も用地取得の困難から
遅々として進みません。
　少々の降雨でも洪水が流れきれず氾濫します。（外
水）

　第二に、地表面が低いので、そこに降った雨水の
河川への排水が悪く、その場所に溜まって湛水しま
す。
　住民の側からすると浸水です。（内水）
　これらへの対策は、根本的には教科書通り、河川
の河道を拡大して洪水の流下能力を増やし、低地帯
からはポンプで河川へ排水するということに尽きる
のですが、市街地がネックとなって用地の取得に長
期間を要します。
　そういう状況下で、少し離れたところに大河川や
海がある場合には、そこまで新しく人工の水路を掘
削して河川とする、すなわち「放水路」を設けるこ
とは、昔から行われている河川改修の方法です。
　しかしながら、土地改良事業による高度化の進ん

だ農地、市街化の進んだ土地、鉄道や道路の交通網
の展開など土地利用の進んだ現在では、地表に放水
路を建設することは、著しく困難で莫大な費用がか
かり、現実的ではありません。

　ここに地下河川の考えが生まれます。
　地表面ではなく、地下にトンネルを掘り、洪水を
流そうとするものです。
　この事を可能にしたのは、シールド工法などのト
ンネル掘削技術の進歩と、大きい事業費を短期間に
支出できる経済力の両方の条件です。

　このような状況を見て、（旧）建設省は平成 7年
（1995）に河川法を改正して新しく「河川立体区域」
の規定を設け、河川管理者が地下河川を正式な河川
として指定できることになりました。
　又、平成12年（2０００）に制定された「大深度地下
の公共的使用に関する特別措置法」（いわゆる大深
度地下利用法）が、深度4０ｍ以上の地下空間の利用
は地上権が無くても可能と定めたことが、河川や道
路による大深度の地下利用の後押しをしています。

　埼玉県南部の浸水常襲地帯の解消を図るため、低
地の内水河川群から大河川の江戸川への放水を図る
「首都圏外郭放水路」は、平均深度5０ｍでトンネル
の内径は1０ｍと大きいものです。トンネルの断面積
は8０㎡でこれは新幹線トンネルの６4㎡より広く、将
来的な洪水流過流量は2００㎥/s になります。

　困難な用地買収と事業の長期化を避けるため、今
後の傾向として地下河川は増加することと思います
が、閉鎖空間であるトンネル河川から、ポンプによ
り人為的に排水するシステムは欠点も潜在してお
り、万能でないことを忘れてはなりません。
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砂防えん堤はNG
（スリット付でもNG）
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協会だより

令和 ６ 年度第 3 回通常理事会開催
　令和 ６年度第 3回通常理事会が、令和 7年 2月28
日（金）12時30分から、千代田区平河町の砂防会館別
館 2階「特別会議室」で開催されました。

1 ．出 席 者
　脇　会長　　　　日裏　副会長　　末松　副会長※
　上総　副会長　　竹中　理事※　　太田　理事※
　田村　理事　　　楫野　理事※　　甲村　理事
　塚原　理事　　　富田　理事　　　深澤　理事
　野田監事
　（注）※は zoomを使用したテレビ会議による出席

２ ．審議事項
　令和 7年度事業計画について
　令和 7年度収支予算について
　会員の入会について
　会長及び副会長の職務執行の状況について（報告）
　災害復旧技術専門家派遣制度及び実績について
（報告）

　会議に先立ち、年末にご逝去なさった故足立副会
長へ黙祷を捧げ、ご来賓の西澤防災課長の挨拶及び
「防災行政の最近の状況」の説明、脇会長の挨拶の後、
議事録署名人選任、議案の説明・審議、報告等が行
われ、議案はいずれも原案どおり決議されました。

役員の皆様

故足立副会長への黙祷

役員の皆様

西澤国土交通省防災課長あいさつ・説明

テレビ会議出席役員の皆様

脇会長あいさつ



令 和  7  年  3  月  1  日 防 災 （15）第 909 号

協会だより

令和 ６ 年度顧問会議開催
　令和 ６年度顧問会議が、令和 7年 2月28日（金）10
時30分から、千代田区平河町の砂防会館別館 2階「特
別会議室｣ で開催されました。

1 ．出 席 者
　脇　会長　　　　上総　副会長　　佐々木　顧問
　加藤　顧問　　　縣　顧問　　　　藤芳　顧問
　平尾　顧問　　　細見　顧問　　　佐藤　顧問
　小林　顧問※　　岩田　顧問　　　内藤　顧問
　（注）※は zoomを使用したテレビ会議による出席

顧問の皆様

脇会長あいさつ故足立副会長への黙祷

顧問の皆様

２．議　　題
　自由討議（自由討議の前提として次の事項を説明）
・令和 7年度事業計画について
・令和 7年度収支予算について
・災害復旧技術専門家派遣制度及び実績について

3 ．そ の 他
　会議に先立ち、年末にご逝去なさった故足立副会
長への黙祷を捧げました。また、加藤顧問から国内
外の災害事例をまとめた「自然災害カレンダー（改
訂版）」のご披露がありました。
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　災害復旧技術専門家は国や都道府県を退職された
方々で、国土交通本省防災課の災害査定官や国、都
道府県等の防災担当の本庁課長級もしくは土木事務
所長等の経歴を有し、災害復旧業務に長年携わり制
度を熟知し災害復旧事業に関する高度な技術的知見
を有する経験豊富な技術者です。災害復旧技術専門

家に登録するには、ご本人からの申請と在職してい
た国や都道府県の災害担当部局からの推薦に基づき
審査し認定登録しています。登録証等は推薦機関よ
りご本人に伝達していただいており、今回、令和 ６
年10月31日付で登録となった近畿地方整備局OBの
方への登録証伝達式の様子をご紹介いたします。

協会だより

災害復旧技術専門家登録証伝達式

前列左より峯川氏、幅岸氏、今西氏 情報提供講演の様子

近畿地方整備局

◯平成 7年 1月31日
　統括防災官矢野則弘様から峯川繁氏（㈱鴻池組
大阪本店）、幅岸修一氏（㈱ティーネットジャパン　
大阪支社）、今西秀樹氏（（一社）近畿建設協会）、久
内伸夫氏（欠席）（（一財）日本建設情報総合センタ
ー　近畿センター）に登録証を伝達していただきま
した。

　近畿地方整備局から、総括防災調整官森本和寛様、
災害対策マネジメント室長太田衛司様に立ち会って
いただきました。その後、災害対策マネジメント室
室長補佐石飛隆司様より「市町村における災害対応
の現状と課題」と題した情報提供講演が行われまし
た。
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

<1> <37,000> <1> <37,000>

北 海 道  000,402,4 89 000,73 1 000,841 3 000,918,3 39 000,002 1

<1> <300,000> <1> <300,000>

)000,002()5()000,002()5(

]000,051[]1[]000,051[]1[

岩 手  688,402,8 322 000,003 1 683,463,7 202 000,724 31 005,311 7

宮 城  002,517,1 91 000,048 1 002,578 81

]000,75[]2[]000,75[]2[

秋 田  002,828,91 514 002,149,81 993 000,894 2 000,983 41

)000,09()2()000,09()2(

]269,134,2[]81[]000,3[]1[]269,824,2[]71[

山 形  689,363,35 489 000,3 1 689,063,35 389

福 島  439,234 4 586,972 1 942,351 3

栃 木  012,610,3 66 012,610,3 66

群 馬  005,172 9 005,172 9

]000,61[]1[]000,61[]1[

埼 玉  000,192 01 000,192 01

千 葉  005,771,1 51 000,856 11 005,915 4

)757,9()1()757,9()1(

]000,7[]1[]000,7[]1[

神 奈 川  757,200,1 22 757,200,1 22

>000,381,1<>71<>000,381,1<>71<

)000,04()5()000,04()5(

]043,912,1[]01[]043,912,1[]01[

新 潟  604,233,21 731 607,953,7 09 000,006,2 2 007,225,1 44 000,058 1

>000,894,4<>23<>000,894,4<>23<

)419,585()41()419,585()41(

]585,183,31[]69[]585,183,31[]69[

富 山  371,875,63 224 000,052 1 371,308,53 314 000,525 8

>796,136,77<>154<>796,136,77<>154<

)018,464,7()35()000,07()1()018,493,7()25(

]933,603,751[]773[]469,080,451[]553[]573,522,3[]22[

石 川  687,154,742,1 535,6 000,47 2 512,093,498 909,5 175,789,253 426

>000,06<>1<>000,06<>1<

)000,6()1()000,6()1(

]000,022[]2[]000,022[]2[

福 井  005,615,2 34 005,772,1 51 000,932,1 82

山 梨  000,915,1 61 000,16 3 000,854,1 31

(1) (9,900) (1) (9,900)

長 野  006,957,1 46 009,9 1 007,855 31 000,191,1 05

]000,81[]1[]000,81[]1[

岐 阜  789,864,5 911 005,732,2 24 000,06 1 000,003 1 784,178,2 57

>000,002,1<>4<>000,005<>2<>000,007<>2<

静 岡  006,175,8 721 000,145,3 26 000,378 4 006,751,4 16

愛 知  000,309 32 000,309 32

]233,15[]2[]233,15[]2[

三 重  185,254,2 501 930,381,2 99 830,11 1 405,852 5

滋 賀  000,151 6 000,151 6

京 都  005,525 53 005,47 4 000,154 13

大 阪  000,01 1 000,01 1

]000,01[]1[]000,01[]1[

兵 庫  005,274 33 005,101 41 000,173 91

奈 良  000,112,1 7 000,001,1 1 000,111 6

>000,5<>1<>000,5<>1<

和 歌 山  001,290,5 74 000,02 1 000,060,3 6 001,210,2 04

>789,1<>1<>789,1<>1<

鳥 取  348,727,1 03 000,98 2 658,477 4 789,368 42

島 根  702,231,7 222 000,041 6 704,862,3 59 000,544,2 2 008,872,1 911

岡 山  266,647 89 160,424 45 106,223 44

広 島  189,925,3 632 042,348 34 000,05 1 147,636,2 291

)000,54()3()000,54()3(

]000,22[]2[]000,2[]1[]000,02[]1[

山 口  000,272,6 313 000,094 62 000,657,4 042 000,620,1 74

徳 島  005,383,1 33 000,417 11 000,831 7 000,003 1 005,132 41

香 川  009,506 42 000,051 1 009,881 41 000,762 9

>000,051<>1<>000,051<>1<

愛 媛  009,018,2 181 000,643 23 006,769 65 000,802 4 000,051 1 003,931,1 88

高 知  004,587,3 241 000,375,1 66 000,923 31 000,31 1 004,078,1 26

]000,34[]1[]000,34[]1[

福 岡  004,820,3 66 009,847,1 92 000,052 1 005,920,1 63

佐 賀  009,195 82 000,341 4 000,182 2 009,761 22

)000,81()1()000,81()1(

長 崎  007,361,3 801 005,99 51 007,537 33 000,057 2 005,875,1 85

熊 本  227,141,4 132 316,130,2 701 430,109 29 000,075 3 570,936 92

]000,835[]7[]000,832[]5[]000,003[]2[

大 分  094,807,82 558 037,561,52 477 007,222,3 17 060,023 01

)000,54()5()000,52()4()000,02()1(

]000,32[]2[]000,3[]1[]000,02[]1[

宮 崎  005,083,51 714 000,01 1 005,538,8 172 000,984 11 000,872 3 000,000,2 2 000,867,3 921

>000,684<>5<>000,58<>2<>000,104<>3<

]000,92[]1[]000,92[]1[

鹿 児 島  012,929,91 064 067,936,4 771 005,264,21 822 000,446 6 006,399 4 053,981,1 54

]000,492,2[]11[]000,492,2[]11[

沖 縄  000,438,3 23 000,438,3 23

)204,795()41()204,795()41(

]351,954,8[]14[]351,954,8[]14[

新 潟  480,253,31 163 480,253,31 163

静 岡  000,241 2 000,27 1 000,07 1

浜 松  000,385 21 000,043 9 000,342 3

)000,05()1()000,05()1(

北 九 州  000,05 1 000,05 1

>486,255,58<>515<>000,733<>2<>000,585<>4<>796,329,38<>505<>789,607<>4<

)387,161,9()601()009,9()1()757,432()01()000,331()5()621,426,8()68()000,061()4(

]117,672,681[]775[]000,3[]1[]233,694[]21[]000,953[]5[]240,163,771[]405[]733,750,8[]55[

2 1,050,000 3,206 455,554,821 40 17,275,141 3 148,000 6,803 953,385,678 1,291 48,103,379 2,085 65,146,386 7 759,900 13,437 1,541,423,305 

直 轄 計  934,903,97 431 503,43 2 063,619,4 31 000,717,4 82 672,680,06 34 894,555,9 84

合 計 2 1,050,000 3,254 465,110,319 40 17,275,141 3 148,000 6,846 1,013,471,954 1,319 52,820,379 2,098 70,062,746 9 794,205 13,571 1,620,732,744 

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道(令和6年4月以降)・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 6年　発生主要異常気象別被害報告 令和 7年 1月31日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html



（18） 第 909 号 防 災 令 和  7  年  3  月  1  日

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

]000,053[]1[]000,053[]1[

山 形  000,053 1 000,053 1

和 歌 山  000,039 3 000,039 3

佐 賀  000,067 1 000,067 1

宮 崎  000,08 1 000,08 1

]000,053[]1[]000,053[]1[

 000,021,2 6 000,08 1 000,040,2 5

合 計  000,021,2 6 000,08 1 000,040,2 5

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 7年　発生主要異常気象別被害報告 令和 7年 1月31日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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